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地方公共団体による 

「条例」 

＊市区町村の「個人 

情報保護条例」 

＊都道府県の「個人 

情報保護条例」 

民間部門の「一般法」部分 

第４章 個人情報取扱事業者の義務等 
第５章 雑則 （適用除外） 
第６章 罰則 

「独立行政法人 

等の保有する個 

人情報の保護に 

関する法律」 

「個人情報の保護に関する法律」 

公的部門 民間部門 

「基本法」部分 

第１章 総則（目的・基本理念） 
第２章 国及び地方公共団体の責務等 
第３章 個人情報の保護に関する施策等 *第５章 雑則 （権限又は事務の委任、政令への委任など） 

個人情報取扱事業者 独立行政法人等 地方公共団体等 行政機関 

「行政機関の保 

有する個人情報 

の保護に関する 

法律」 

（１）個人情報保護法制



（２）個人情報取扱事業者の義務 

「個人情報」 
（2条1項⇒15～18条+31条） 

「個人データ」 
（2条4項⇒15～23条+31条） 

「保有個人データ」 
（2条5項⇒15～31条） 

24条(保有個人データに関する事項の公表等) 
25条(開示) 
26条(訂正等) 
27条(利用停止等) 
28-30条（理由、手続等） 

19条(データ内容の正確性の確保) 
20条(安全管理措置) 
21条(従業者の監督) 
22条(委託先の監督) 
23条(第三者提供の制限) 

15条(利用目的の特定) 
16条(利用目的による制限) 
17条(適正な取得) 
18条(取得に際しての利用目的の通知等) 

31条(苦情の処理) 

岡村久道著『個人情報保護法』133頁の図を一部改変



（３）個人情報とプライバシー情報 

個人情報 

・特定個人の識別情 
報

（顧客コード等ＩＤ単体 
の情報も該当する） 

プライバシー情報 

（私生活上の事実情報） 

・非公知情報 

・一般人なら公開を望ま 
ない情報 

→他人に「みだりに」知 
られたくない情報 

行政規制（行政庁） 
主に民事規整（裁判所） 

公開・非公開、センシティブ性・プライバシー性 
等情報の価値の有無を問わない。 

多くの個人情報はプラ 
イバシー性を有する。 

↓ 

個人情報保護法と民 
法（契約・不法行為） 
等両面の確認が必要 

特定個人の識別性のないプライバ 
シー情報という類型も観念し得る。



（４）利用目的管理と契約管理等



（５）事業者間のデータ連携の問題 

①水平分業と垂直分業（下請関係） 

→一企業では意思決定できない問題 

②事業者間の情報システム連携 

→現場ＳＥが法的対象情報と認識していない情報がある。 

→管理部門が見えない情報流通がある。 

利用者 

（消費者）


